
新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」への対応について

枚方南支部会員の皆様、政府は東京中心1都3県に加え、本日 1月13日（水）大阪を含む 2府5県に「緊急事

態宣言」が発令されました。（期間は2月7日（日）まで） 2府5県：大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・福岡・栃木

私たちの生活にどんな影響がでるのか？ 緊急事態宣言の前回との比較を含め、お知らせします。

「緊急事態宣言」とは？

新型コロナウイルス感染拡大を受け、2020年3月改正の新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、政府対策本部長

である首相が出せる宣言です。 宣言が発令されると、対象地域の都道府県知事は明確な法根拠をもって住民への様々な

要請ができる。 日本の緊急事態宣言は海外と異なり外出自粛などに強制力は伴わない。

下記、9つの場面ごとに遵守いただき、不要不急の外出・移動は自粛しましょう！

合言葉は「いつでもマスク」、頑張りましょう 会員皆様と共に！ 関連情報はHPでタイムリーにお伝えします。



資料（上記9つの場面含む）：日経ニュースメール（電子版）より引用

※自粛しましょう！ ※自粛しましょう！


